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         都市計画決定に よらない場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  許可申請するよう指示 

 
 
 
                         付  議 
 
                        

 
                       議決通知文書交付 
 
 
      許可通知書の交付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基 本 計 画 事 前 相 談 

都 市 計 画 
決定手続き 

関 係部局 
相 談 

許 可 申 請 

付 議 
起案・決裁 

議 決 

許 可 
起案・決裁 

確 認 申 請 

受理・審査 

確 認 

工 事 着 工 

合 議 

事 前 相 談 

実 施 計 画 

事 前 協 議 

関 係部局 
協 議 

申 請 者 建築指導課 建築審査課 
都 市 計 画 部 
都 市 計 画 課 

名 古 屋 市 
都市計画審議会 

１．許可手続フロー図 
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以下のスケジュールは目安ですので、協議の進捗等によっては下表と異なる場合もあります。 

時期 内容 申請者作業 提出書類 備考 

 事前相談  

 

 

関係部局との相談※ 

 

 

・ 生活環境影響評価

調査（大気環境対

策課等と協議の

上） 

・ 交通量調査（所轄

警察署等と協議の

上） 

・ 事前協議資料作成 

・ 案内図 

・ 事業内容・搬出入経

路がわかるような

書類（書式は任意） 

 

 

 

市で協議した上、協議を進

められると判断したものに

ついて事前協議を受付けま

す。 

都計審 

3 ヶ月前 

までに 

事前協議  

 

 

 

近隣等説明 

・ 事前協議資料*（6部） 

 

 

 

 

・ 説明状況報告書*（2

部） 

事前協議資料の修正が終わ

った段階で所轄警察署、近

隣等への説明を指示しま

す。 

県警協議  ・ 交通計画検討書（10

部） 

建築指導課がセッティング

をします。 

都計審 

2 ヶ月前 

までに 

許可申請 都計審 Q&A 作成 ・ 許可申請書等* 

・ 図面・写真等の電子

データ* 

廃掃法 15 条の許可申請は

51 条許可申請と同時とし

てください。 

 都市計画審議会   原則年 3 回（7～8 月頃、10

～11 月頃、1～2 月頃）開催

予定 

都計審後 

約 2 週間 

許可 

（許可通知書発行） 

   

注）* 印のついている書類は、「３．提出書類」で説明があります。 

※ 関係部局との相談・・・相談先は以下のとおりです。 

＜すべての供給処理施設＞ 

・都市計画部都市計画課、交通企画課 ・環境局地域環境対策部大気環境対策課、地域環境対策課 

・消防局予防部規制課 

＜個別供給処理施設＞ 

（供給処理施設） （関係部局） 

卸売市場 経済局商業・流通部市場流通室 

火葬場 健康福祉局健康部環境薬務課 

と畜場 健康福祉局健康部食品衛生課 

汚物処理場、ごみ焼却場 環境局事業部廃棄物指導課 

政令で定める処理施設（産業廃棄物） 環境局事業部廃棄物指導課 

政令で定める処理施設（一般廃棄物） 
環境局事業部廃棄物指導課 

環境局ごみ減量部資源化推進室 

名古屋市及び愛知県環境影響評価条例、環境影響評

価法に該当する廃棄物処理施設、下水道終末処理場 
環境局地域環境対策部地域環境対策課 

２．手続スケジュール  
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● 事前協議資料 

【提出時期】事前協議開始時（都計審 3 ヶ月前） 

【提出部数】6 部 

【体裁】A4 版（A3 版は Z 折。以下同じ。）、左綴じ 

【表紙】許可の協議票（様式第 1 号） 

【添付資料】 

・ 陳述書 案 

・ 事業計画書（様式第 2 号。項目ごとに指示する図書を添付。） 

 

● 説明状況報告書 

【提出時期】事前協議中 

【提出部数】2 部 

【体裁】A4 版、左綴じ 

【表紙】特になし 

【添付資料】 

・ 説明範囲（敷地境界線から 30m 以内にある土地・建物の所有者及び居住者、搬出入道路

沿線の町内会等の地元組織の代表者）を示した図面 

・ 個別説明の報告書（様式第 3 号） 

・ その他説明に関する報告書 

 

● 許可申請書等 

【提出時期】事前協議後、建築指導課から指示があったとき（都計審 2 ヶ月前） 

【提出部数】許可申請書（正・副）各 1 部、防火対象物工事計画届 1 部 

【体裁】A4 版、左綴じ、正本にはインデックスを付けてください。 

【表紙】許可申請書・・・許可申請書（建築物）（建築基準法施行規則第 43 号様式） 

防火対象物工事計画届・・・防火対象物工事計画届（名古屋市消防法等施行細則第 7 様式） 

【添付図書】 

許可申請書・・・陳述書、事業計画書、説明状況報告書 

防火対象物工事計画届・・・許可申請書（添付図書含む）の写し 

注）許可申請書受付時に、申請手数料（16 万円）を納付（西庁舎 1 階の銀行で振込み）していただ

きます。 

 

● 図面・写真等の電子データ 

図面の電子データ：総括図、付近状況図、配置図（JPEG 又は Word 形式） 

写真の電子データ：敷地周囲の写真、交通計画検討書で用いた写真（JPEG 形式） 

その他、指示する資料の電子データ 

 

３．提出書類  
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提出書類に用いる様式は、以下のものを使用してください。 

 

・ 許可の協議票（様式第 1 号） 

・ 陳述書（記入例） 

・ 事業計画書（様式第 2 号） 

・ 説明状況報告書（様式第 3 号） 

・ 許可申請書（建築基準法施行規則第 43 号様式） 

・ 防火対象物工事計画届（名古屋市消防法等施行細則第 7 様式）

４．様式 
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（様式第１号） 

受 付 日  
協議期限  

申 
 

請 
 

者 
 

記 
 

入 
 

欄 

申  請  者  

申 請 敷 地  

建 築 物 名 称  

許可申請事項 
(具 体 的 に) 

 

提 出 図 書 
(該 当 に ○) 

総括図、付近状況図、配置図、平面図、立面図、断面図、日影図 
設備図、交通計画検討書、アセス、写真、その他（      ） 

連  絡  先 

会社名              担当者 

電話 

＊直接連絡のとれる方の連絡先をご記入ください 

担 
 

当 
 

者 
 

記 
 

入 
 

欄 

 
 

調 査 ・ 検 討 
立 地 条 件 
法 的 要 件 
関係機関・手続 
類似事例など 

 

説明状況報告  

協 議 ・ 指 導  

関 係 局 意 見  

担 当 者 意 見  

協 議 結 果  

供 覧 課
長 

 課
長
補
佐 

 
担 

当 

 

許可の協議票 
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（例） 

陳   述   書 

  年  月  日 

（あて先） 

名 古 屋 市 長 

                 住所  名古屋市○○区○○町○丁目○○番地 

                 申請者 株式会社○○○○○○ 

                 氏名  代表取締役           

 

１．申請趣旨……陳述の趣旨をわかりやすく書いてください。 

     例）   名古屋市○○区○○町○丁目○○番○他の敷地内に産業廃棄物処理施設（廃プラスチックの

破砕）を設置したく、建築基準法第 51 条ただし書の規定による許可をお願いします。 

 

２．許可を必要とする理由……本申請地に建設する施設の業務内容と 51 条許可を必要とする理由を

わかりやすく書いてください。 

     例）   本施設は、家電量販店から回収した家電製品（産業廃棄物）をリサイクル可能な資源に選別

する施設で、選別過程において廃プラスチックを破砕し、その処理能力が 6 トンを超えること

から廃棄物処理法上の産業廃棄物処理施設となり、建築基準法第 51 条の規定の対象施設となり

ます。また処理能力が建築基準法施行令で定める規模を超えるため、同条ただし書の許可対象

となり同許可の申請をする次第です。 

 

３．敷地面積、指定等……敷地の位置、面積、用途地域、その他の指定（臨港地区、臨海部防災区

域等）を書いてください。 

    

    例） 申請地の地名地番  名古屋市○○区○○町○丁目○○番○の一部及び○○番 

        敷地面積      ○，○○○．○○ ㎡ 

        用途地域      工業専用地域 

        容積率／建ぺい率  200％／60％ 

        その他指定     臨港地区（保安工区）、第 1 種臨海部防災区域 

 

４．申請敷地付近の状況……申請地周辺の土地の利用状況、建物の用途などを具体的に記入してく

ださい。 

     例）   申請地北側は、幅員 8ｍの市道○○○○線に面し、その北に㈱○○○○（供給施設）、東側

は幅員 11.6ｍ市道○○○○線に面し、その東に○○○○㈱所有の空地、西側隣地には○○○㈱

（工場）、南側は幅員 15ｍの市道○○○○線に面し、その南に○○川があり、申請敷地周囲は

供給処理施設や工場が集積した地域となっています。 

 

５．処理品目及び処理能力……許可の対象となる処理品目、処理方法及び処理能力を記入してくだ

さい。 

     例）  廃プラスチック類の破砕  120.23ｔ／日 

 

６．周辺環境への配慮……敷地周囲の交通や環境に対する配慮、苦情等への対応について記入して

ください。 

     例）   本施設の計画に当っては、所轄警察署の指導に基づき交通計画について検討したほか、生活

環境影響調査を行い、周辺環境への影響が少ないことを確認しておりますが、近隣住民の皆様

等から苦情等があった場合には、関係諸官庁にご指導を仰ぎ、誠意を持って対応いたします。 
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（様式第 2号） 

１．事業計画 

事 

業 

者 

会 社 名  

住 所  

代 表 者  

連 絡 先 電話             FAX 

計画地住所 注）地名地番で記入 

処理施設の種類 例）汚泥の乾燥施設、廃プラスチックの破砕施設 

処理品目  

処理能力 

1 時間あたり 

 

稼働時間        ∴1 日あたり 

処理予定量 

1 日あたり 

 

年間稼動日数       ∴年間処理予定量 

処理方法  

収集元・搬出先 

収集元・収集業者 

 

 

搬出先・搬出業者 

 

維持・管理体制  

 

【添付書類】 

・ 処理のフロー図 

・ 維持管理計画書（維持管理責任者、連絡体制図、メンテナンス委託先、維持管理チェック

シートなど）



 

- 8 - 

 

２．敷地及び周辺状況 

用途地域等 

用途地域：      地域 

基準建ぺい率：     ％ 

基準容積率：      ％ 

その他の地域・地区： 

例）第 1 種臨海部防災区域、臨港地区（工業港区） 

周辺状況 

東側：例）市道○○線（幅員○ｍ）を挟み○○工場 

 

西側： 

 

南側： 

 

北側： 

 

【添付書類】 

・ 総括図（地域制図（1:25,000、用途地域等を色分けした図）ベース、5km 四方ぐらいの

エリア、申請地を赤枠で表示、スケール・方位（北が上）付） 

・ 付近状況図（都市計画基本図（1:2,500）ベース、1km 四方ぐらいのエリア、申請地を赤

枠で表示、主要幹線道路・主要公共施設等を表示、施設区分を色分け（建築物及び工作

物部分のみ着色）*、凡例、スケール・方位付） 

・ 現況写真（敷地周囲の 4 方向から、撮影位置図付） 

 

* 施設区分の色分け 

分類 例 色 色名 

官公庁施設 区役所、警察署、消防署  黄土色 

教育施設 
大学、高校、小学校、幼稚園、各

種学校 

 緑 

 

宗教施設、文化施設 
寺院、神社、教会、図書館、コミ

ュニティセンター 

 だいだい 

 

医療養護施設 病院、診療所、保健所、養老院  うす黄 

商業施設 
物販店舗、事務所、ホテル、飲食

店、学習塾 

 赤 

 

一般店舗施設、商業的サ

ービス施設 
住宅併用店舗、住宅併用事務所 

 ピンク 

 

娯楽施設（1） キャバレー、映画館  紫 

娯楽施設（2） 
スポーツ施設、カラオケボックス、

パチンコ屋、ゲームセンター 

 うす紫 

 

供給処理施設、運輸施設 
ガソリンスタンド、変電所、倉庫、

自走式・タワーパーキング 

 こげ茶 

 

工業施設 工場、危険物貯蔵庫  青 

工業的サービス施設 
自転車修理、クリーニング、工場

併用住宅 

 水色 

 

住居施設 戸建住宅、共同住宅  黄 

農漁業施設 家畜舎、温室  黄緑 
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３．施設概要 

敷地面積 ㎡  注）小数点第 3 位を切捨て 

建
築
物
概
要 

構造・階数 

     造    地上    階／地下    階 

 

屋根の構造： 

壁の構造： 

床の構造： 

建築面積 

㎡  注）小数点第 3 位を切上げ 

（うち 51 条許可対象部分の面積      ㎡） 

建ぺい率：     ％ 

延べ面積 

㎡  注）小数点第 3 位を切上げ 

（うち 51 条許可対象部分の面積      ㎡） 

容積率：  ％ 

最高高さ       ｍ 

緑 地 
面積：     ㎡ 

緑化率：    ％ （≧２０％） 

 

【添付資料】 

・ 配置図（棟別の構造・階数・高さ・用途、出入口、駐車場、緑地、建物から境界線まで

の距離、通路、周囲の道路幅員等を記入） 

・ 床面積求積図 

・ 各階平面図 

・ 立面図（東西南北の 4 面）、断面図（主要な 2 面以上） 

・ 日影図（等時間日影図、日影規制対象地域のみ） 

・ 敷地求積図 

・ 緑地計画図（緑地部分、高木配置、樹種、緑地面積、緑化率を記入） 

・ 緑地面積算定図 

・ パース（指示したときのみ） 
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４．処理施設等概要 

処理施設概要 注）設備名称、処理能力、設備の簡単な説明等を記入 

保管施設概要 
注）保管物、保管施設の構造・大きさ（搬出入量・処理能力に対して

十分なストックが可能であることのチェック）、位置等を記入 

 

【添付資料】 

・ 設備配置図（処理物の流れを矢印で表示） 

・ 設備詳細図 

・ 設備の処理能力がわかるパンフレット等 
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５．搬出入計画 

車両出入り予定 

搬入車両（1 日のべ）：      トン車×    台 

搬出車両（1 日のべ）：      トン車×    台 

時  間：    時～    時 

時間当り台数（最大）：    台／時間 

安全対策 
例）搬出入時に係員の誘導により十分安全を確保する。警告灯などを

設置し安全に配慮する。 

駐車場計画 

従業員数：     人（将来     人） 

通勤手段： 

種別 台数 面積 形態 

運搬車両用     台      ㎡ 

注）大型・普通車用の

区別、屋外・屋内・

機械式等の区別 

来客者用     台      ㎡ （同上） 

従業員用     台      ㎡ （同上） 

その他     台      ㎡ （同上） 

 

【添付資料】 

・ 交通計画検討書（所轄警察署等と協議。別紙参照。） 
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交通計画検討書の構成例 

1 事業計画 

1.1 事業計画の概要 

・ 事業計画書の「１．事業計画」の表を載せる。 

・ 総括図の添付 

1.2 事業予定地周辺の状況 

・ 土地利用状況をまとめる。 

・ 付近状況図の添付 

・ 敷地周辺の写真（撮影位置図付） 

1.3 施設の概要 

・ 配置図、平面図、立面図の添付 

2 搬出入経路の現況 

2.1 経路の設定 

・ 経路設定の理由をまとめる。 

・ 経路図（主要幹線道路から敷地までのルート、搬入・搬出ルートを矢印で記入）の添付 

2.2 経路の道路構造 

・ 経路上の道路の断面図と交差点の平面図（歩道、路肩、車道、中央分離帯、官民境界、信

号、横断歩道・停止線・右折矢印等の路面表示、寸法等を記入） 

・ 道路の写真（撮影位置図付） 

2.3 交通量の現況 

・ 調査内容（調査日時、調査箇所（原則として、直近の交差点と敷地前面の道路）、調査項

目等） 

・ 調査結果（工場稼動時間帯とピーク時における交通量、交差点飽和度、混雑度を図示） 

2.4 現況の分析 

・ 調査結果についてのコメント 

3 事業開始後の交通予測 

3.1 搬出入車両の想定 

・ 時間帯ごとの搬出／搬入車両の予定台数（車種記入） 

3.2 交通予測 

・ 予測結果（現況分析に想定車両を上乗せして交差点飽和度、混雑度を検討） 

3.3 特定箇所の分析 

・ 特に問題となりそうな場所がある場合には、その部分の検討 

4 駐車場計画 

4.1 駐車場台数の考え方 

・ 従業員数、搬出入車両のスケジュールから何台分必要となるかを検討 

4.2 駐車場計画 

・ 駐車場計画図（寸法、転回スペース、従業員用・搬出入車両用の別等を記入） 

5 資料 

・ 交通量調査のデータ、交差点飽和度・混雑度の計算過程などを添付 
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６．公害防止計画 

計画概要 
注）生活環境影響調査の項目ごとに、予測の結果と対策・措置の概要

を記入。 

 

【添付書類】 

・ 生活環境影響調査（調査項目等は大気環境対策課等と協議） 
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７．将来計画 

計画予定 
注）今回許可申請以後、増築、能力変更、処理内容の変更等の計画が

あれば記入。 

 

【添付図書】 

・ 将来計画に係る図面（配置図、平面図、立面図、断面図、設備図など） 

・ 工程表 
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（様式第 3 号） 

個別説明 

 関係 

者の 

区別 

住   所 

氏   名 

居住・ 

所有の 

区別 

訪 問 

 

月 日 

面談 

の 

有無 

要 望 事 項 回 答 内 容 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 

  

 

近隣  居 住 

 

所 有 

／ 

／ 

／ 

有･無 

有･無 

有･無 
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第四十三号様式（第十条の四関係）（Ａ４） 

許可申請書（建築物） 

（第一面） 

建築基準法第５１条ただし書きの規定による許可を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、

事実に相違ありません。 

 

 特定行政庁  名古屋市長  様 

                                年   月   日 

申請者氏名                  

【1.申請者】 

【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】                  

【ﾛ.氏名】                       

【ﾊ.郵便番号】    －      

【ﾆ.住所】                                    

【ﾎ.電話番号】    －    －       

【2.設計者】 

【ｲ.資格】    （   ）建築士  （大臣・    知事）登録 第     号 

【ﾛ.氏名】                 

【ﾊ.建築士事務所名】 （   ）建築士事務所 （    ）知事登録 第     号 

                                    

【ﾆ.郵便番号】    －      

【ﾎ.所在地】                               

【ﾍ.電話番号】    －    －       

 

※手数料欄 

 

※受付欄 ※消防関係同意欄 ※決裁欄 ※許可番号欄 

  年  月  日 

  

  年  月  日 

第         号 第         号 

係員氏名 係員氏名 

※公告欄 

 

※公開による意見の 

聴取の期日欄 

※建築審査会 

同意欄 

※都道府県都市計画審議会又は

市町村都市計画審議会の議欄 

  年  月  日   年  月  日 

 

  年  月  日 

第         号 第         号 第         号 

係員氏名 係員氏名 係員氏名 
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（第二面） 

建築物及びその敷地に関する事項 

【1.地名地番】 

【2.住居表示】 

【3.防火地域】  □防火地域  □準防火地域 □指定なし 

【4.その他の区域、地域、地区又は街区】 

【5.道路】 

【ｲ.幅員】       ．   ｍ 

【ﾛ.敷地と接している部分の長さ】       ．   ｍ 

【6.敷地面積】 

【ｲ.敷地面積】  (1)（    ． ）（    ． ）（    ． ）（    ． ） 

      (2)（    ． ）（    ． ）（    ． ）（    ． ） 

【ﾛ.用途地域等】  （      ）（      ）（      ）（      ） 

【ﾊ.建築基準法第５２条第１項及び第２項の規定による建築物の容積率】 

       （     ％）（     ％）（     ％）（     ％） 

【ﾆ.建築基準法第５３条第１項の規定による建築物の建蔽率】 

       （     ％）（     ％）（     ％）（     ％） 

【ﾎ.敷地面積の合計】 (1)        ．   ㎡ 

        (2)        ．   ㎡ 

【ﾍ.敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値】       ．   ％ 

【ﾄ.敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値】       ．   ％ 

【ﾁ.備考】 

【7.主要用途】 （区分    ） 

【8.工事種別】 

 □新築  □増築  □改築 □移転 □用途変更 □大規模の修繕 □大規模の模様替 

【9.建築面積】     （申請部分  ㎡ ）（申請以外の部分㎡）（合計    ㎡ ） 

【ｲ.建築面積】     （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

【ﾛ.建蔽率】         ．   ％ 

【10.延べ面積】      （申請部分  ㎡ ）（申請以外の部分㎡）（合計    ㎡ ） 

【ｲ.建築物全体】        （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

【ﾛ.地階の住宅又は老人ホーム等の部分】 

                （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

【ﾊ.エレベーターの昇降路の部分】 

              （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ）  

【ﾆ.共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分】 

              （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ）  

【ﾎ.自動車車庫等の部分】     （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ）  

【ﾍ.備蓄倉庫の部分】     （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

【ﾄ.蓄電池の設置部分】      （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ）  

【ﾁ.自家発電設備の設置部分】 （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ）  

【ﾘ.貯水槽の設置部分】       （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

【ﾇ.宅配ボックスの設置部分】 （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

【ﾙ.住宅の部分】        （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

【ｦ.老人ホーム等の部分】    （     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

【ﾜ.延べ面積】                 ．   ㎡ 

【ｶ.容積率】                     ．   ％ 
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【11.建築物の数】 

【ｲ.申請に係る建築物の数】               

【ﾛ.同一敷地内の他の建築物の数】 

【12.工事着手予定年月】      年   月    

【13.工事完了予定年月】      年   月    

【14.その他必要な事項】 

【15.備考】 
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（第三面） 

建築物別概要 

【1.番号】 

【2.工事種別等】   □新築 □増築 □改築 □移転 □用途変更  

□大規模の修繕 □大規模の模様替 □既設 

【3.構造】         造  一部         造 

【4.高さ】 

【ｲ.最高の高さ】           ．   ｍ 

【ﾛ.最高の軒の高さ】      ．   ｍ 

【5.階別用途別床面積】 

【ｲ.階別用途別】 

       （用途の区分）(具体的な用途の名称) （申請部分   ㎡ ）（申請以外の部分㎡）（合計     ㎡ ） 

（   階）（     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

（  階）（     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

（  階）（     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

（  階）（     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

（  階）（     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

【ﾛ.用途別】 

     （用途の区分）(具体的な用途の名称) （申請部分   ㎡ ）（申請以外の部分㎡）（合計     ㎡ ）       

（     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

     （     ）(                   )（     ．  ）（     ．  ）（     ．  ） 

【6.その他必要な事項】 

 

【7.備考】 
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第7 

 

 

防火対象物工事計画届 

年   月   日 

 

（あて先）名古屋市    消防署長 

 

届出者 

 

住 所 

 

氏 名                        

 

電 話    （    ） 

 

火災予防条例第66条の２の規定により、工事計画を届け出ます。 

建 築 主 住 所 氏 名 電話 （   ）      

設 計 者 住 所 氏 名 電話 （   ）      

工事施工者住所氏名 電話 （   ）      

敷 地 の 地 名 地 番  

主 要 用 途  

工 事 種 別 新築・増築・改築・移転・修繕・模様替え・用途変更 

※ 受 付 欄  

※ 経 過 欄  

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とする。
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消防用設備

等又は特殊

消防用設備

等の概要 

名   称 設  置  階（場 所） 

  

  

  

  

  

  

  

  

防火対象物

の階別概要 

階 別 収 容 人 員  無  窓  階 危 険 物 等 

階 人 □該当 □非該当  

階 人 □該当 □非該当  

階 人 □該当 □非該当  

階 人 □該当 □非該当  

階 人 □該当 □非該当  

階 人 □該当 □非該当  

階 人 □該当 □非該当  

階 人 □該当 □非該当  

階 人 □該当 □非該当  

階 人 □該当 □非該当  

 

注  1 ※印の欄は、記入しないでください。 

2 法人の場合は、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入してください。 

3 同一敷地内に2以上の棟がある場合には、棟ごとに消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要及び防火

対象物の階別概要を記入してください。 

4 収容人員の欄は、消防法施行規則第1条の規定により算定した数値を記入してください。 

5 無窓階の欄は、該当する□にレ印を記入してください。 

6 危険物等の欄は、危険物、指定可燃物等又は核燃料物質等を貯蔵し、又は取り扱う場合に、当該物質の

品名及び最大数量を記入してください。 

7 建築基準法施行規則の規定による確認申請書の写しをこの届と併せて提出してください。 

8 消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置する建築物の配置図、室内仕上げ表、各階平面図、消防用設

備等又は特殊消防用設備等の関係図その他必要な図面をこの届と併せて提出してください。 
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許可にあたっては、「建築基準法第 51 条ただし書許可基準（名古屋市）」によるほか、以下の

基準を準用します。 

 
・ 建築基準法第５１条ただし書許可基準 （愛知県） 

 

５．許可基準等  
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建築基準法第 51 条ただし書許可基準 

改正：令和 4 年 10 月 3 日 

本基準は、建築基準法第 51 条ただし書許可について、本市が都市計画上支障がないと判断す

る基本的な判断基準を示すものである。 

ただし、この基準の改正以前に許可を受けた建築物の敷地については、従前の基準等を勘案

するとともに計画の内容、敷地の位置、敷地の周囲の状況、交通の状況、公共施設の整備の状

況等から、本基準によることが必ずしも適切でないと考えられる場合は、総合的な判断に基づ

き弾力的に運用するものとする。 

記 

 
1 都市計画等との整合 

国、県又は本市に建築基準法第 51 条に規定する建築物（以下「51 条建築物」という。）

に関する計画又は指針等が定められているときには、これらに整合するものであること。 

2 用途地域 

処理施設の用途に供する建築物にあっては、工業系用途地域（準工業地域で特別工業地

区が定められている場合を除く。）に位置すること。 

3 搬出入道路 

幅員 15ｍ以上の道路（以下「幹線道路」という。）からの搬出入道路（以下「搬出入道

路」という。）は幅員 6ｍ以上であること。ただし、処理能力が著しく大きなもの及び敷地

規模の大きなものの当該搬出入道路の最低幅員については、個別に判断することとする。 

4 保管施設 

廃棄物の保管施設は、原則として建築物内に設置すること。また、保管の方法及び能力

については適切なものとすること。 

5 緑 化 

敷地面積の 20%以上を周辺に対する緩衡緑地として緑化に努めること。 

6 公害防止 

公害関係法令等の適用対象外となる場合においてもこれに準じて公害防止に努めること。 

7 近隣説明等 

（1） 施設設置者は、51 条建築物の計画が確定したときは、許可申請の 20 日以上前に、次に

掲げる関係者に対して説明を行うこと。 

イ 敷地境界線から周囲 30ｍ以内にある土地及び建物の所有者及び居住者。ただし、大規

模な工場等の一部で処理を行う場合にあっては、当該処理に係る建築物から周囲 50ｍ

以内にある土地及び建物の所有者及び居住者 

ロ 当該敷地又は搬出入道路を区域に含む町内会等の地元組織の代表者 

（2） 前項に規定する説明を行う際には、次に掲げる事項について説明を行うこと。ただし、

ロからホに掲げる事項については、処理施設の場合に限る。 

 イ 建築計画及び工事に関する事項 

 ロ 処理を行う廃棄物の内容 

 ハ 処理の方法 

 ニ 処理能力及び処理予定量 

 ホ 収集先及び処分先の予定 

 へ 幹線道路からの搬出入経路 

 卜 公害対策及び保安上の計画 

 チ 施設の維持及び管理体制 

 リ 許可申請時期 

 ヌ その他必要な事項 

 

名古屋市 
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建築基準法第５１条ただし書許可基準 

 

 

愛知県知事が、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第５１条た 

だし書の規定により許可する場合の基準は、次に定めるとおりとする。 

 

第１ 用語の定義 

この許可基準において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ 

による。 

 

一 幹線道路 供用が開始されている幅員２０ｍ以上かつ４車線以上の道路をいう。 

 

二 住居系用途地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住 

居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地 

域をいう。 

 

三 既存集落 住宅等の敷地が直線距離で５５ｍ以内ごとに連なっているもので、その戸数 

の合計が４５戸以上となるものをいう。 

 

四 住宅等 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿をいう（これらの用途以外 

の用途に供する部分を有する建築物を含む。）。 

 

五 静穏な環境を必要とする施設 学校、病院、図書館、博物館、美術館、診療所及び建築 

基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１１５条の３第１号に規定する児童福祉施 

設等その他これらに類する建築物並びに公園その他これに類する施設をいう。 

 

六 公園 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定する都市公園及び同 

条第３項各号に掲げるものをいう。 

 

七 鉄道線路 鉄道事業法施行規則（昭和６２年運輸省令第６号）第９条第１号に掲げるも 

のをいう。 

 

八 緑化区域 樹木又は芝その他の地被植物（除草等の手入れがなされているものに限る。） 

で表面が被われている土地をいう。なお、樹木を植栽する場合は次に掲げる植栽密度とす 

ること。 

（１）成長樹高が概ね１０ｍ以上になる高木を植栽する場合は１０㎡に１本以上 

（２）成長樹高が概ね５ｍ程度の低木を植栽する場合は１０㎡に３本以上 

 

愛知県 
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九 主たる搬出入道路 原則として搬出入に使用する道路のうち搬出入口から搬出入車両 

の通行量が分散する交差点までの部分をいう。 

 

十 緩衝帯 計画段階で予期できない騒音、振動等が発生した場合、公害対策を行うために 

敷地内に設ける空地をいう。 

 

十一 廃棄物処理 搬入後の保管場所から搬出前の保管場所に至るまでの廃棄物の運搬及 

び処理する各工程をいう。 

 

 

第２ 対象施設 

一 法第５１条に掲げるごみ焼却場 

 

二 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「廃掃法施 

行令」という。）第５条第１項のごみ処理施設（ごみ焼却場を除く。） 

 

三 廃掃法施行令第７条第１号から第１３号の２に掲げる産業廃棄物処理施設 

 

四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年法律第１３６号）第３条第 

１４号に掲げる廃油処理施設 

 

 

第３ 位置の基準 

一 対象施設の敷地は工業地域、工業専用地域又は用途地域の指定のない区域（市街化調整 

区域）内であること。 

 

二 対象施設の敷地は以下に掲げるものから１００ｍ以上離れていること。ただし、対象施 

設の敷地との間に幹線道路又は鉄道線路があり公害防止上支障がない場合は、この限りで 

はない。 

（１）住居系用途地域 

（２）既存集落（工業地域及び工業専用地域にあるものを除く。） 

（３）静穏な環境を必要とする施設の敷地 

 

 

第４ 道路の基準 

一 敷地の搬出入口が面する道路の幅員は敷地面積に応じて下表の数値以上とすること。た 

だし、交通安全上支障がないと判断できる場合はこの限りではない。 
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敷地面積 道路幅員 

０．３ｈａ以上 ９ｍ 

０．３ｈａ未満 ６ｍ 

二 道路の拡幅により前号の規定を満足しようとする場合は当該幅員以上の道路に接続す 

るまでこれを行うこと。 

 

三 主たる搬出入道路は通学路と相当の区間にわたって重複しないこと。ただし、ガードレ 

ール等により物理的に歩道と車道が分離されている場合はこの限りでないが、通学路部分 

における搬出入車両の運行は児童の登下校に支障がないよう努めること。 

 

 

第５ 施設整備の基準 

一 緑化区域は、敷地面積に対して２０％以上とすること。 

 

二 敷地は、廃棄物処理上及び車両通行上、支障がない形状であること。 

 

三 公害防止対策について、以下に掲げる対策を行うこと。 

（１）敷地境界線に沿ってその内側に敷地面積に応じて下表の数値以上の緩衝帯を設ける 

こと。ただし、敷地面積が１．０ｈａ以上の場合、緩衝帯幅と同規模以上で行政庁の 

管理に属する緑地、河川、水路、池沼、海及び道路並びに鉄道線路が隣接している部 

分については、その部分の緩衝帯の幅を１／２とすることができる。また、搬出入口 

等及び廃棄物処理を行わず通行の用のみに供する路地状部分は緩衝帯を設けないこ 

とができる。 

なお、緩衝帯部分には公害防止上有効な塀、附属建築物及び緑化区域の樹木等を配 

置することができる。 

敷地面積 緩衝帯の幅員 

１．０ｈａ未満 １ｍ 

１．０ｈａ以上１．５ｈａ未満 ４ｍ 

１．５ｈａ以上 ５．０ｈａ未満 ５ｍ 

５．０ｈａ以上１５．０ｈａ未満 １０ｍ 

１５．０ｈａ以上２５．０ｈａ未満 １５ｍ 

２５．０ｈａ以上 ２０ｍ 

 

（２）（１）における緩衝帯の他、公害防止対策を万全に行うこと。 
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四 廃棄物処理に使用する車両の駐車場を敷地内に確保すること。また、その他所要の駐車 

場を敷地内に確保するよう努めること。 

 

五 搬出入口は、交差点（２以上の道路の幅が６ｍ以上のものに限る。）から５ｍ以内の部 

分（中央分離帯のある道路にあっては、その道路のうち丁字路の交差点において他の道路 

と交差しない側の部分を除く。）に設けてはならない。 

 

 

第６ 事前調整・説明等 

次に掲げる事前調整・説明等を許可申請前に実施すること。 

 

一 対象施設の設置に必要な他法令の許可等に係る調整（廃棄物の処理及び清掃に関する法 

律（昭和４５年法律第１３７号）等）。 

 

二 対象施設の敷地が存する市町村に対する事業計画の概要に関する事前説明。なお、敷地 

が他の市町村に接する場合など、必要に応じて隣接する市町村に対しても行うこと。 

 

三 次に掲げる者に対する事業計画の概要に関する事前説明。ただし、廃棄物の適正な処理 

の促進に関する条例（平成１５年愛知県条例第２号）第９条に基づく説明会を行った場合 

はこの限りではない。 

（１）対象施設の敷地境界線から３０ｍ以内の居住者、土地の所有者・権利者及び建築物 

の所有者・権利者（対象施設の敷地が工業専用地域である場合は除く。） 

（２）対象施設の敷地を区域に含む自治会等地元組織の代表者（対象施設の敷地が工業地 

域又は工業専用地域である場合は除く。） 

 

 

第７ 特例 

この基準の施行日以前に許可を受けた対象施設で許可内容の変更を行うとき、都市計画上 

支障がないと認められる場合は、この基準によらないことができる。 

 

 

附 則（平成２８年３月２２日） 

一 この基準は平成２８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１１月３０日） 

一 この基準は平成２９年２月１日から施行する。
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建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号 抜すい） 

（卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置） 

第 51 条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他

政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定している

ものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議

会（その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村

に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会）の議を経て

その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内に

おいて新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。 

 

 

建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号 抜すい） 

（位置の制限を受ける処理施設） 

第 130 条の 2 の 2 法第 51 条本文（法第 87 条第 2 項又は第 3 項において準用する場合を含む。）の政

令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。 

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号。以下「廃棄物処理法施

行令」という。）第 5 条第 1 項のごみ処理施設（ごみ焼却場を除く。） 

二 次に掲げる処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄

物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。） 

イ 廃棄物処理法施行令第 7 条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設 

ロ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45 年法律第 136 号）第 3 条第十四号に掲

げる廃油処理施設 

 

（卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和） 

第 130 条の 2 の 3 法第 51 条ただし書（法第 87 条第 2 項又は第 3 項において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定

めるものとする。 

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層

住居専用地域、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、第二種住居地域、田園住居地

域及び工業専用地域以外の区域内におけ

る卸売市場の用途に供する建築物に係る

新築、増築又は用途変更(第四号に該当す

るものを除く。) 

  延べ面積の合計（増築又は用途変更の場合にあつ

ては、増築又は用途変更後の延べ面積の合計）が

500 ㎡以下のもの 

二 汚物処理場又はごみ焼却場その他のご

み処理施設の用途に供する建築物に係る

新築、増築又は用途変更（第五号に該当

するものを除く。） 

  処理能力（増築又は用途変更の場合にあつては、

増築又は用途変更後の処理能力）が 3,000 人（総

合的設計による一団地の住宅施設に関して当該

団地内においてする場合にあつては、1 万人）以

下のもの 

三 工業地域又は工業専用地域内における

産業廃棄物処理施設の用途に供する建築

物に係る新築、増築又は用途変更（第六

号に該当するものを除く。） 

  1 日当たりの処理能力（増築又は用途変更の場合

にあつては、増築又は用途変更後の処理能力）が

当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定め

る数値以下のもの 

イ 汚泥の脱水施設 30 ㎥ 

６．関係法令  
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ロ 汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 

20 ㎥ 

ハ 汚泥の天日乾燥施設 120 ㎥ 

ニ 汚泥（ポリ塩化ビフェニル処理物（廃ポリ塩

化ビフェニル等（廃棄物処理法施行令第 2 条の

4 第五号イに掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等を

いう。以下この号において同じ。）又はポリ塩

化ビフェニル汚染物（同号ロに掲げるポリ塩化

ビフェニル汚染物をいう。以下この号において

同じ。）を処分するために処理したものをいう。

以下この号において同じ。）であるものを除

く。)の焼却施設 10 ㎥ 

ホ 廃油の油水分離施設 30 ㎥ 

ヘ 廃油（廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。）の

焼却施設 4 ㎥ 

ト 廃酸又は廃アルカリの中和施設 60 ㎥ 

チ 廃プラスチック類の破砕施設 6 トン 

リ 廃プラスチック類（ポリ塩化ビフェニル汚染

物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるもの

を除く。）の焼却施設 1 トン 

ヌ 廃棄物処理法施行令第2条第二号に掲げる廃

棄物（事業活動に伴つて生じたものに限る。）

又はがれき類の破砕施設 100 トン 

ル 廃棄物処理法施行令別表第3の 3に掲げる物

質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリ

ート固型化施設 4 ㎥ 

ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施

設 6 ㎥ 

ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン

化合物の分解施設 8 ㎥ 

カ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニ

ル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼

却施設 0.2 トン 

ヨ 廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニ

ル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は

封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又は

ポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 0.2 ト

ン 

タ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビ

フェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 0.2

トン 

レ 焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを

除く。) 6 トン 

四 法第51条ただし書の規定による許可を

受けた卸売市場、と畜場若しくは火葬場

の用途に供する建築物又は法第 3 条第 2

項の規定により法第51条の規定の適用を

受けないこれらの用途に供する建築物に

係る増築又は用途変更 

  増築又は用途変更後の延べ面積の合計がそれぞ

れイ若しくはロに掲げる延べ面積の合計の1.5倍

以下又は 750 ㎡以下のもの 

イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の延べ

面積の合計 

ロ 初めて法第 51 条の規定の適用を受けるに至
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つた際の延べ面積の合計 

五 法第51条ただし書の規定による許可を

受けた汚物処理場若しくはごみ焼却場そ

の他のごみ処理施設の用途に供する建築

物又は法第 3 条第 2 項の規定により法第

51 条の規定の適用を受けないこれらの用

途に供する建築物に係る増築又は用途変

更 

  増築又は用途変更後の処理能力がそれぞれイ若

しくはロに掲げる処理能力の 1.5 倍以下又は

4,500 人（総合的設計による一団地の住宅施設に

関して当該団地内においてする場合にあつては、

1 万 5,000 人）以下のもの 

イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理

能力 

ロ 初めて法第 51 条の規定の適用を受けるに至

つた際の処理能力 

六 法第51条ただし書の規定による許可を

受けた産業廃棄物処理施設の用途に供す

る建築物又は法第 3 条第 2 項の規定によ

り法第51条の規定の適用を受けない当該

用途に供する建築物に係る増築又は用途

変更 

  増築又は用途変更後の処理能力が、それぞれイ若

しくはロに掲げる処理能力の1.5倍以下又は産業

廃棄物処理施設の種類に応じてそれぞれ第三号

に掲げる処理能力の 1.5 倍以下のもの 

イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理

能力 

ロ 初めて法第 51 条の規定の適用を受けるに至

つた際の処理能力 

2 特定行政庁が法第 51 条ただし書の規定による許可をする場合において、前項第四号から第六号ま

でに規定する規模の範囲内において、増築し、又は用途を変更することができる規模を定めたとき

は、同項の規定にかかわらず、その規模を同条ただし書の規定により政令で定める規模とする。 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号 抜すい） 

（産業廃棄物） 

第 2 条 法第 2 条第 4 項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 

一  （略）  

二 木くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。）、木材

又は木製品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業

に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット（パレットへの貨物の積付けのために使用し

たこん包用の木材を含む。）に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。） 

三 ～ 十三 （略） 

 

（特別管理産業廃棄物） 

第 2 条の 4 法第 2 条第 5 項（ダイオキシン類対策特別措置法第 24 条第 2 項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 

一 ～ 四 （略） 

五  特定有害産業廃棄物（次に掲げる廃棄物をいう。） 

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。

以下同じ。) 

ロ～ル （略） 

六 ～ 十一 （略） 

 

（一般廃棄物処理施設） 

第 5 条 法第 8 条第 1 項の政令で定めるごみ処理施設は、1 日当たりの処理能力が 5 トン以上（焼却

施設にあつては、1 時間当たりの処理能力が 200 キログラム以上又は火格子面積が 2 ㎡以上）のご

み処理施設とする。 

2  （略） 
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（産業廃棄物処理施設） 

第 7 条 法第 15 条第 1 項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 

一  汚泥の脱水施設であつて、1 日当たりの処理能力が 10 ㎥を超えるもの 

二  汚泥の乾燥施設であつて、1 日当たりの処理能力が 10 ㎥（天日乾燥施設にあつては、100 ㎥）

を超えるもの 

三  汚泥（ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。）の焼却

施設であつて、次のいずれかに該当するもの 

イ 1 日当たりの処理能力が 5 ㎥を超えるもの 

ロ 1 時間当たりの処理能力が 200 キログラム以上のもの 

ハ 火格子面積が 2 ㎡以上のもの 

四  廃油の油水分離施設であつて、1 日当たりの処理能力が 10 ㎥を超えるもの（海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く。） 

五  廃油（廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。）の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く。） 

イ 1 日当たりの処理能力が 1 ㎥を超えるもの 

ロ 1 時間当たりの処理能力が 200 キログラム以上のもの 

ハ 火格子面積が 2 ㎡以上のもの 

六  廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、1 日当たりの処理能力が 50 ㎥を超えるもの 

七  廃プラスチック類の破砕施設であつて、1 日当たりの処理能力が 5 トンを超えるもの 

八  廃プラスチック類（ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除

く。）の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの 

イ 1 日当たりの処理能力が 100 キログラムを超えるもの 

ロ 火格子面積が 2 ㎡以上のもの 

八の二 第 2 条第二号に掲げる廃棄物（事業活動に伴つて生じたものに限る。）又はがれき類の破

砕施設であつて、1 日当たりの処理能力が 5 トンを超えるもの 

九  別表第 3 の 3 に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 

十 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 

十の二 廃水銀等の硫化施設 

十一 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 

十一の二 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 

十二 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却

施設 

十二の二 廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、

又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 

十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 

十三の二 産業廃棄物の焼却施設（第 3 号、第 5 号、第 8 号及び第 12 号に掲げるものを除く。）で

あつて、次のいずれかに該当するもの 

イ 1 時間当たりの処理能力が 200 キログラム以上のもの 

ロ 火格子面積が 2 ㎡以上のもの 

十四 （略） 

 

別表第 3 の 3(第 6 条、第 7 条関係) 

一 水銀又はその化合物 

二 カドミウム又はその化合物 

三 鉛又はその化合物 

四 有機燐りん化合物 

五 六価クロム化合物 

六 砒ひ素又はその化合物 

七 シアン化合物 
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八 ポリ塩化ビフェニル 

九 トリクロロエチレン 

十 テトラクロロエチレン 

十一 ジクロロメタン 

十二 四塩化炭素 

十三 1、2―ジクロロエタン 

十四 1、1―ジクロロエチレン 

十五 シス―1、2―ジクロロエチレン 

十六 1、1、1―トリクロロエタン 

十七 1、1、2―トリクロロエタン 

十八 1、3―ジクロロプロペン 

十九 チウラム 

二十 シマジン 

二十一 チオベンカルブ 

二十二 ベンゼン 

二十三 セレン又はその化合物 

二十四 有機塩素化合物（ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル（共重合物を含む。）、ポリ塩化ビ

ニリデン（共重合物を含む。）、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令

で定めるものを除く。） 

二十五 銅又はその化合物 

二十六 亜鉛又はその化合物 

二十七 弗ふつ化物 

二十八 ベリリウム又はその化合物 

二十九 クロム又はその化合物 

三十 ニッケル又はその化合物 

三十一 バナジウム又はその化合物 

三十二 フェノール類 

 三十三 1、4―ジオキサン 

 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45 年法律第 136 号 抜すい） 

（定義） 

第 3 条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 ～ 十三  （略） 

十四 廃油処理施設 廃油の処理（廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。）の用に供

する設備（以下「廃油処理設備」という。）の総体をいう。 

十五 ～ 十八 （略） 

 

 


